
 

 

 
平成 23 年 4 月 6 日 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 

商号の変更及び定款の変更に関するお知らせ 
 

当社は本日開催の取締役会において、以下のとおり、商号の変更を行うため、定款の一

部変更について平成 23 年 5 月 26 日開催予定の第 42 回定時株主総会に付議することを決

議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 商号の変更について 

(1) 変更の理由 
当社は国内ウィッグ事業を抜本的に立て直すために、創業時の精神に戻る原点回帰

を図ります。 
このため、市場での認知度が高く、ブランド力がある創業時の「アデランス」とい

う社名に戻すために商号の変更を行うものです。 
 

(2) 新商号（英文表記） 
 株式会社アデランス（英文：Aderans Co., Ltd.） 
 
(3) 変更予定日 
 平成 23 年 7 月 1 日 

 
2. 定款の一部変更 

(1) 定款変更の理由 
 商号（第 1 条）の変更を行うものです。 
 
(2) 定款変更の内容 

下線は変更部分 
現行定款 変更案 

(商号)  （商号）  
第 1 条 当会社は、株式会社ユニヘア

ーと称し、英文では、Unihair 
Company Limited と表示す

る。 
 

（新設） 

第 1 条 当会社は、株式会社アデランス

と称し、英文では、Aderans 
Company Limited と表示する。

 
 
附則 

会 社 名 株式会社ユニヘアー 
代表者名 代表取締役社長 根 本  信 男

(コード番号 8170  東証第一部) 
問合せ先 広報ＩＲ室 次長 高 橋  道 義

( T E L . 0 3 - 3 3 5 0 - 3 2 6 8 ) 
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第 1 条（商号）の変更の効力発

生日は、平成 23 年 7 月 1 日とす

る。なお、本附則は、第 1 条（商

号）の変更の効力発生後削除さ

れる。 
(3) 日程 

定款変更の効力発生日 平成 23 年 7 月 1 日 
以上 


